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【表3】市・県民税から控除される住宅ローン控除額の計算方法
　　　　　　（給与収入のみで年末調整済みの場合）

（＊）＝源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から「所得控除の合計金額」を差し引いた額

（A）前年分の所得税に係る
　　 住宅ローン控除可能額
　※会社から受け取る源泉
　徴収票の「摘要欄」に記載

（B）税源移譲前の税率で算出した

前年分の所得税額（下表①）

①税源移譲前の所得税額

1800万円超 〔（＊）×　37％〕　－

〔（＊）×　20％〕　－

　900万円超 1800万円以下 〔（＊）×　30％〕　－

〔（＊）×　10％〕　　330万円以下

所得税額課税所得金額（＊)

　330万円超 　900万円以下

（A）（B）の
いずれか
少ない金額

②税源移譲後の所得税額

1800万円超　　 〔（＊）×　40％〕　－

　900万円超　1800万円以下〔（＊）×　33％〕　－

　330万円超　　695万円以下〔（＊）×　20％〕　－

　695万円超　　900万円以下〔（＊）×　23％〕　－

　195万円以下

　195万円超　　330万円以下

〔（＊）×　5％〕　

〔（＊）×　10％〕　－

課税所得金額（＊） 所得税額

97,500円

427,500円

636,000円

1,536,000円

2,796,000円

330,000円

1,230,000円

2,490,000円

税源移譲後の税
率で算出した前
年分の所得税額
（下表②）

確定申告書の
　作成指導します
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